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半田市立半田病院新病院（以下「新病院」という。）エネルギーサービス事業におい

て、適切な事業候補者を選定するため、公募型プロポーザルの評価基準を定めるもの

である。 

 

Ⅰ 審査項目及び配点 

１ 審査項目及び点数・様式は、次のとおりとする。 

評価項目 評価事項 配点 

実 績 

本店、支店又は営業所登録の所在地 ６ 

ＥＳ業務に関する実績 ６ 

ＦＭ業務に対する実績 ６ 

小計 １８ 

費 用 

ＥＳ設備の基本システムに対するエネルギー供給期間のＥ

Ｓ費用 
１５ 

ＦＭ業務に対する竣工から開院後１５年のＦＭ費用 ５ 

小計 ２０ 

企画提案 

本事業に対する実施体制（ＥＳ・ＦＭ共通） ８ 

ＥＳ設備の基本システムをベースとした独自提案 ― 

 

環境負荷低減（ＣＯ２削減）と省エネルギー対策 ６ 

ＥＳ費用及び光熱水費低減 ６ 

ＢＣＰ対策と信頼性向上 ３ 

ＥＳ設備の維持管理への対応 ８ 

ＬＣＥＭツール等を活用した性能検証 ６ 

ＦＭ事業に対する取り組み ― 

 

ＦＭ業務の運営 ３ 

ＦＭ業務の履行性 ３ 

ＦＭ業務の独自性 ３ 

ＥＳ事業とＦＭ業務包括による効率的運用 ８ 

その他 ８ 

小計 ６２ 

合 計  １００ 
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２ 提出書類は、各項目における必要記載事項又は提案事項がない場合でも提出するこ

と。その場合には、「記載に該当する内容がありません。」又は「記載に該当する提案

がありません。」等とそれぞれの様式に記載するものとする。 

なお、白紙での提出とみなされる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失するこ

とになるので、注意すること。また、提案項目において、1つでも未提出のものがあ

った揚合には、提案項目の合計点は０点とする。 

 

Ⅱ 参加表明書等の審査による評価基準 

１ 本店等の所在地及び業務実績による評価 配点：１８点 

（１）本店、支店又は営業所登録の所在地による評価（様式２－１） 配点：６点 

   本店、支店又は営業所登録の所在地により評価する。評価点については、次のと

おりとする。 

評価基準 評価点 

本店、支店又は営業所登録の所在地が愛知県内 ６点 

本店、支店又は営業所登録の所在地が岐阜県内又は三重県内 ３点 

本店、支店又は営業所登録の所在地が上記の３県以外 ０点 

 

（２）ＥＳ業務の実績による評価（様式３－２） 配点：６点 

平成２３年３月１日以降に、延床面積２０，０００㎡以上の施設に対し、ＥＳ業

務を受注した実績数により評価する。 

代表事例を３件まで記入すること。評価点については、次のとおりとする。 

評価基準 評価点 

当該施設に対する実績 ３件 ６点 

当該施設に対する実績 ２件 ４点 

当該施設に対する実績 １件 ２点 

当該施設に対する実績 ０件 ０点 

 

（３）ＦＭ業務の実績による評価（様式３－３） 配点：６点 

平成２３年３月１日以降に、延床面積２０，０００㎡以上の施設に対し、ＦＭ業

務を受注した実績数により評価する。 

代表事例を３件まで記入すること。評価点については、次のとおりとする。 

評価基準 評価点 

当該施設に対する実績 ３件 ６点 

当該施設に対する実績 ２件 ４点 

当該施設に対する実績 １件 ２点 

当該施設に対する実績 ０件 ０点 
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Ⅲ 企画提案書等の審査による評価基準 

１ ＥＳ及びＦＭにかかる費用による評価 配点：２０点 

（１）ＥＳ設備の基本システムに対する１５年間のＥＳ業務の総額（様式７） 

 配点：１５点 

年間ＥＳ費用（１５年間の分割費用）、総額費用の内訳（工事総額費用、１５年

保守費用（ＥＳ設備の定期点検、消耗品・部品交換、修繕費用とし、ＥＳ設備の

運転管理、日常点検はＦＭ費用に見込む。）、その他費用） 

評価基準 評価点 

最低値の事業者 １５点 

２位以下の事業者 １５点×最低値/提案値（※１） 

（※１）小数第２位を四捨五入します。 

 

（２）ＦＭ業務に対する竣工から開院後１５年間のＦＭ費用の総額（様式８） 

   配点：５点 

年ごとの内訳を任意様式にて提出すること。また、ＦＭ業務の全部又は一部を委

託する場合は、委託予定の業務内容及び委託業者名を記入すること。（様式９） 

評価基準 評価点 

最低値の事業者 ５点 

２位以下の事業者 ５点×最低値/提案値（※２） 

（※２）小数第２位を四捨五入します。 

 

２ 企画提案による評価 配点：６２点 

提出された企画提案書、ヒアリング内容を踏まえ、評価委員の総合的な評価により

判断する。 

選定委員会は、各委員の採点結果に基づいて項目ごとに評価を行ったあと、各委員

の評価値（配点：６２点）の和から、最高値と最低値（同一の評価点がある場合はそ

れぞれ１つ）を減じたものを５で除した値を応募者の企画提案による評価点とする。

なお、評価点は小数第１位（小数第２位を四捨五入）までとする。 

（１）【テーマＡ】本事業に対する実施体制（様式１０） 配点：８点 

事業スキーム、事業実施体制（設計、施工、運転・保守・維持管理）について、具

体的に記入すること。 

評価基準 評価点 

事業スキーム、事業実施体制が適切であり、一貫している ８点 

事業スキーム、事業実施体制が適切である ６点 

事業スキーム、事業実施体制がやや不適切である ４点 

事業スキーム、事業実施体制が不適切である ２点 



 

 

4 

 

（２）【テーマＢ】ＥＳ設備の基本システムをベースとした独自提案 配点：１５点 

 ア 環境負荷低減（ＣＯ２削減）と省エネルギー（１次エネルギー削減） 

（様式１１－１、１）配点：６点 

独自提案のシステムの仕様、ＣＯ２削減量、１次エネルギー削減量及び費用につ

いて、具体的に提示すること。 

評価基準 評価点 

環境負荷低減と省エネルギーが十分考えられている ６点 

環境負荷低減と省エネルギーがある程度考えられている ４点 

環境負荷低減と省エネルギーがあまり考えられていない ２点 

環境負荷低減と省エネルギーがほとんど考えられていない ０点 

 

イ ＥＳ費用及び光熱水費低減（様式１１－１、３） 配点：６点 

独自提案のＥＳ費用と光熱水費の低減コストについて、具体的に記入すること。

基本システムに省エネルギーシステムを導入することで、ＥＳ費用が増額する場

合においても、光熱水費の低減効果によって総額が低減する場合は、評価の対象

となる。なお、補助金等の活用によるコスト低減は提案段階で確定しないため、

評価の対象外とする。 

評価基準 評価点 

最高値の提案者 ６点 

２位以下の提案者 ６点×提案値/最高値（※３） 

（※３）小数第２位を四捨五入します。 

 

ウ ＢＣＰ対策と信頼性向上（様式１１－１、３） 配点：３点 

基本システムをベースとして、追加する独自提案のシステムの仕様及びＢＣＰ向

上の効果について、具体的に記入すること。 

評価基準 評価点 

ＢＣＰ対策と信頼性向上が十分考えられている ３点 

ＢＣＰ対策と信頼性向上がある程度考えられている ２点 

ＢＣＰ対策と信頼性向上があまり考えられていない １点 

ＢＣＰ対策と信頼性向上がほとんど考えられていない ０点 

 

（３）【テーマＣ】ＥＳ設備の維持管理への対応（様式１２） 配点：８点 

エネルギー供給を継続させるための維持管理体制について記入すること。また、Ｅ

Ｓ設備故障時の対応、設備の保全計画及び事業終了後の対応について、具体的に記

入すること。 
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評価基準 評価点 

維持管理体制や各対応策が十分考えられている ８点 

維持管理体制や各対応策がある程度考えられている ６点 

維持管理体制や核対応策があまり考えられていない ４点 

維持管理体制や各対応策がほとんど考えられていない ２点 

 

（４）【テーマＤ】 ＬＣＥＭツールなどを用いた性能検証（様式１３） 配点：６点 

  ＥＳ事業者として実施する内容について、具体的に記入すること 

評価基準 評価点 

性能検証の内容が十分考えられている ６点 

性能検証の内容がある程度考えられている ４点 

性能検証の内容があまり考えられていない ２点 

性能検証の内容がほとんど考えられていない ０点 

 

（５）【テーマＥ】ＦＭ業務に対する取り組み（様式１４） 配点：９点 

ア ＦＭ業務の運営 配点：３点 

院内医療従事者との調整、各業務内容の病院運営サポートについて、具体的に記

入すること。 

評価基準 評価点 

ＦＭ業務の運営が十分考えられている ３点 

ＦＭ業務の運営がある程度考えられている ２点 

ＦＭ業務の運営があまり考えられていない １点 

ＦＭ業務の運営がほとんど考えられていない ０点 

 

イ ＦＭ業務の履行性 配点：３点 

事業計画の確実性及びリスクマネジメントについて、具体的に記入すること。 

評価基準 評価点 

ＦＭ業務の履行性が十分考えられている ３点 

ＦＭ業務の履行性がある程度考えられている ２点 

ＦＭ業務の履行性があまり考えられていない １点 

ＦＭ業務の履行性がほとんど考えられていない ０点 

 

ウ ＦＭ業務の独自性 配点：３点 

  地元企業との連携、協力等による運営・緊急対応の体制について、具体的に記入

すること。 
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評価基準 評価点 

運営・緊急対応の体制が十分考えられている ３点 

運営・緊急対応の体制がある程度考えられている ２点 

運営・緊急対応の体制があまり考えられていない １点 

運営・緊急対応の体制がほとんど考えられていない ０点 

 

（６）【テーマＦ】ＥＳ事業とＦＭ業務包括による効率的運用（様式１５） 

配点：８点 

評価基準 評価点 

ＥＳ事業とＦＭ業務の包括による効率的運用が十分考えられ

ている 
８点 

ＥＳ事業とＦＭ業務の包括による効率的運用がある程度考え

られている 
６点 

ＥＳ事業とＦＭ業務の包括による効率的運用があまり考えら

れていない 
４点 

ＥＳ事業とＦＭ業務の包括による効率的運用がほとんど考え

られていない 
２点 

 

（７）【テーマＧ】その他自由提案（様式１６） 配点：８点 

（１）～（６）に記載した以外に提案がある場合に、記入すること。なお、提案は

４件までとし、具体的に記入すること。 

評価基準 評価点 

独自性があり、具体的で効果的な提案  ４件 ８点 

独自性があり、具体的で効果的な提案  ３件 ６点 

独自性があり、具体的で効果的な提案  ２件 ４点 

独自性があり、具体的で効果的な提案  １件 ２点 

独自性があり、具体的で効果的な提案  ０件 ０点 

 

Ⅳ 最優秀者等の決定方法 

 合計点数が最も高い者を最優秀者とする。また、２番目に高いものを次点者とする。 

なお、合計点数の最も高い者が２者以上ある場合は、ＥＳ費用の最も低い者を最優

秀者とする。また、ＥＳ費用が同額であった場合は、ＦＭ費用の最も低い者を最優秀

者とする。それでも順位が決定しない場合には、当該者によるくじにより決定するも

のとする。 

ただし、合計点数が、７０点に満たないときは、最優秀者等を選定しない。 


